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(57)【要約】
【課題】指紋画像を用いた指紋認証に関し、複数の指紋
画像を統合した指紋画像を用いて特徴量の抽出性能を高
める。指紋画像を高解像度化することにより、指紋認証
の認証精度を高める。
【解決手段】指紋センサ（スウィープ型指紋センサ１４
、平面型指紋センサ４２）で得られる指紋画像から抽出
できる特徴量を用いることにより、指紋画像の領域毎に
高解像度化が可能か否かを判定し、高解像度化の可能な
領域について高解像度化処理を行うことにより解像度を
高め、指紋画像に存在する特徴量を抽出している。また
、高解像度化処理により解像度が高められた指紋画像か
ら特徴量を抽出し、その特徴量を用いて指紋認証を行っ
ている。
【選択図】図１８
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　指紋画像が連続的に入力される指紋画像入力手段と、
　前記指紋画像入力手段により入力された複数の指紋画像の対応付けをするとともに位置
合せをする画像対応付け手段と、
　画像対応付けの結果、指紋画像間の重複している領域を検出し、指紋画像間の類似性を
評価することにより、高解像度化が可能な領域があるか否かを判定する高解像度化判定手
段と、
　前記画像対応付け手段による前記位置合せの結果に基づき、前記指紋画像を合成する画
像合成手段と、
　前記指紋画像中の高解像度化が可能な前記領域を高解像度化する高解像度化手段とを備
え、
　前記指紋画像入力手段に入力される前記指紋画像を部分的に高解像度化した指紋画像を
生成させることを特徴とする指紋画像取得装置。
【請求項２】
　請求項１記載の指紋画像取得装置において、
　前記高解像度化判定手段が、
　指紋画像から特徴量を抽出する特徴量抽出手段と、
　抽出された特徴量を用いて、指紋画像間で比較する特徴量比較手段を備え、
　指紋画像から抽出された特徴量に基づいて再現性を評価し、高解像度化が可能であるか
判定することを特徴とする指紋画像取得装置。
【請求項３】
　請求項２記載の指紋画像取得装置において、
　前記特徴量は、隆線の形状、隆線の端点、分岐点情報の何れかを含むことを特徴とする
指紋画像取得装置。
【請求項４】
　請求項１記載の指紋画像取得装置において、
　前記高解像度化判定手段が重複領域をさらに小領域に分割する領域分割手段を備え、
　小領域毎に指紋画像間の再現性を評価し、解像度を高めることが可能か判定し、高解像
度化可能である領域について、解像度を高めることを特徴とする指紋画像取得装置。
【請求項５】
　指紋画像が連続的に入力される指紋画像入力手段と、
　複数の指紋画像の位置合せをする画像対応付け手段と、
　画像対応付けの結果、指紋画像間の重複している領域を検出し、指紋画像間の類似性を
評価することにより、高解像度化が可能な領域があるか否かを判定する高解像度化判定手
段と、
　前記画像対応付け手段による前記位置合せの結果に基づき、前記指紋画像を合成する画
像合成手段と、
　前記指紋画像中の高解像度化が可能な前記領域を高解像度化する高解像度化手段と、
　前記高解像度化手段で高解像度化された指紋画像から特徴情報を生成する特徴情報生成
手段と、
　取得した特徴情報と予め登録した特徴情報とを照合する指紋照合手段と、
　を備えたことを特徴とする指紋認証装置。
【請求項６】
　指紋画像を連続して取り込むステップと、
　複数の指紋画像の位置合せをするステップと、
　画像対応付けの結果、指紋画像間の重複している領域を検出し、指紋画像間の類似性を
評価することにより、高解像度化が可能な領域があるか否かを判定するステップと、
　前記位置合せの結果に基づき、前記指紋画像を合成するステップと、
　前記指紋画像中の高解像度化が可能な前記領域を高解像度化するステップと、
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　を含み、連続して入力される前記指紋画像を部分的に高解像度化した指紋画像を生成さ
せることを特徴とする指紋画像取得方法。
【請求項７】
　指紋画像を連続して取り込むステップと、
　複数の指紋画像の位置合せをするステップと、
　画像対応付けの結果、指紋画像間の重複している領域を検出し、指紋画像間の類似性を
評価することにより、高解像度化が可能な領域があるか否かを判定するステップと、
　前記位置合せの結果に基づき、前記指紋画像を合成するステップと、
　前記指紋画像中の高解像度化が可能な前記領域を高解像度化するステップと、
　前記高解像度化された前記合成画像から特徴情報を生成するステップと、
　取得した特徴情報と予め登録した特徴情報とを照合するステップと、
　を含むことを特徴とする指紋認証方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、指紋情報により個人認証等を行うための指紋画像の取得、その指紋画像によ
る指紋認証に供される装置及び方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、情報システムやその一部を構成するパーソナルコンピュータ（ＰＣ）等の情報端
末機器、或いは、携帯電話機やＰＤＡ（Ｐersonal ＤigitalＡssistant）等の小型情報機
器では、より信頼性の高い個人認証（機器のユーザが、予め登録されたユーザ本人である
ことの認証）を求められる傾向にある。一方、生体情報（バイオメトリクス）による個人
認証は信頼性が高く、特に、生体情報として指紋を用いることは利便性が高い。
【０００３】
　指紋を用いる個人認証では、静電容量式指紋センサや光学式指紋センサを用いて被認証
者の指から指紋（指紋センサの採取面に接触し得る隆線と同採取面に接触しない谷線とか
ら成る紋様）を画像情報（指紋画像）として採取する。この指紋画像から特徴情報（例え
ば、隆線形状、分岐点や端点の位置情報）を抽出し、その特徴情報と予め登録されている
被認証者の登録情報（登録特徴情報）とを照合し、その照合結果から、被認証者が本人で
あるか否かの判定即ち、個人認証を行っている。特徴情報には、隆線の形状からなる隆線
パターンと、隆線の端点の分岐点との位置情報からなる特徴点とが主として用いられてい
る。前者は" レベル１の特徴量" と、後者は" レベル２の特徴量" と呼ばれている。
【０００４】
　ＰＣ等の情報端末機器、或いは、携帯電話機やＰＤＡ等の小型情報機器に搭載する指紋
センサでは、その小型化が進められている。このような小型の指紋センサでは、センサ面
積が指より小さく、単純な１回の撮像では指紋全体の画像が得られない。
【０００５】
　そこで、小面積の指紋センサでは、そのセンサ面を通じて連続的に採取された複数の部
分画像を統合して指紋全体の画像を得ることが行われている。斯かる状況に対応する指紋
センサとして、スウィープ型指紋センサがある（例えば、特許文献１、２参照）。このス
ウィープ型指紋センサは、指の長さよりも十分に短く、小面積の矩形採取面（センサ面／
撮像面）を有しているので、指を採取面に対して移動させるか、又は、採取面（指紋セン
サ）を指に対して移動させるかしながら、指紋について複数の部分画像を連続的に採取し
、複数の部分画像から指紋画像の全体を再構成することが行われている。このように再構
成された指紋画像から、特徴点（隆線の分岐点や端点）の情報を抽出・生成し、その情報
に基づいて個人認証が行われる。なお、採取面に対する指の相対的移動のことを「スウィ
ープ（sweep ）又はスライド（slide ）」と呼ぶ。また、小型の平面型指紋センサにおい
ても、同様に複数の部分画像を統合して、指紋全体の画像を得る取り組みが行われている
（非特許文献１参照）。
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【０００６】
　この指紋認証に関し、特許文献３には、携帯電話で読み取った指紋画像を十分な認証精
度で登録指紋画像と照合可能にすることが開示されている。特許文献４には、部分的な指
紋画像しか得られない場合でも、十分な認証精度で登録指紋画像と照合可能にすることが
開示されている。また、特許文献５には、複数の指紋画像のそれぞれから抽出した特徴点
の再現性を評価して、利用する特徴点を取捨選択することが開示されている。
【０００７】
　他人との弁別性能を高めるため、指紋隆線の輪郭や汗腺孔の位置情報を用いる方式が検
討されており、これらの特徴量は前述の特徴量と比べて、レベル３の特徴量と呼ばれてい
る（非特許文献２参照）。
【０００８】
　また、デジタルカメラ等では、連写された複数枚の低解像度の画像を合成することによ
り、高解像度の画像を生成する画像処理方法、いわゆる超解像処理が提案されている（特
許文献６）。
【特許文献１】特開平１０－９１７６９号号公報
【特許文献２】特開２００３－２０８６２０号公報
【特許文献３】特開２００２－０２４８３１号公報
【特許文献４】特開２００４－００５６１９号公報
【特許文献５】特開２００１－３４４６０５号公報
【特許文献６】特開２００７－２７１６９０号公報
【非特許文献１】A. Jain and A. Ross, "Fingerprint mosaicking", in Proceedings of
IEEE International Conference on Acoustics, Speech, and Signal Processing (ICASS
P), 4, pp. 4064 ｛4067, (Orlando, FL), May 2002.
【非特許文献２】Anil Jain, Yi Chen and Meltem Demirkus, "Pores and Ridges: High-
Resolution Fingerprint Matching Using Level 3 Features", IEEE TRANSACTIONS ON PA
TTERN ANALYSIS AND MACHINE INTELLIGENCE, VOL29, NO.1, JANUARY 2007.
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　ところで、指紋画像の入力にスウィープ型指紋センサを用いた場合には、指紋を入力す
る際に指とセンサ面とを相対的に移動させる操作が必要である。従って、指紋の取得が操
作方法に依存するため、ユーザの操作方法によっては指紋全体の画像が得られないことが
ある。その場合には、複数枚の画像を統合したとしても、全体の画像が得られず、指紋の
一部の領域（例えば、指先のみ）の画像しか得られない。指紋画像の入力に平面型指紋セ
ンサを用いた場合にも、例えば、ユーザの指が十分な面積でセンサ面に接しない等、ユー
ザの押捺の仕方によっては一部の領域の画像しか得られない。従って、複数枚の画像を統
合したとしても、指紋の一部の領域の画像しか得られないことがある。つまり、小型の指
紋センサが用いられた場合は、ユーザの操作方法によっては他人との弁別性能を十分に得
られない場合があるという欠点があった。
【００１０】
　指紋隆線の輪郭や汗腺孔の位置情報を用いる方式では、既述の通り、レベル３の特徴量
を取得するため、高解像度（約1,000dpi以上）の指紋センサが必要であるし、価格と実装
サイズの問題で、小型情報機器に搭載するのは困難である。
【００１１】
　また、デジタルカメラ等によるいわゆる超解像処理（特許文献６）では、低解像度画像
間の位置ずれ量を１画素未満の精度で検出し、その位置ずれ量に従って低解像度画像の合
成を行う。指紋画像には皮膚の伸縮により全体的に位置ずれが生じ、画像間の一部の領域
では位置合せに成功しても、他の領域では位置合せに失敗するため、指紋画像には、デジ
タルカメラで用いられる超解像処理をそのまま適用することができない。
【００１２】
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　斯かる要求や課題について、特許文献１ないし６、非特許文献１、２にはその開示や示
唆はなく、それを解決する構成等についての開示や示唆はない。
【００１３】
　そこで、本発明の目的は、指紋画像を用いた指紋認証に関し、低解像度の指紋画像を用
いて特徴量の抽出を高めることにある。
【００１４】
　また、本発明の他の目的は、指紋画像を用いた指紋認証に関し、低解像度の指紋画像を
高解像度化により、指紋認証の認証精度を高めることにある。
【課題を解決するための手段】
【００１５】
　上記目的を達成するため、本発明は、低解像度の指紋センサで得られる指紋画像から抽
出できる特徴量を用いることにより、指紋画像の領域毎に高解像度化が可能か否かを判定
し、高解像度化の可能な領域について高解像度化処理を行うことにより解像度を高め、指
紋画像に存在する特徴量を抽出している。また、高解像度化処理により解像度が高められ
た指紋画像から特徴量を抽出し、その特徴量を用いて指紋認証を行っている。このような
構成により、上記目的を達成している。
【００１６】
　上記目的を達成するため、本発明の第１の側面は、指紋画像取得装置であって、指紋画
像が連続的に入力される指紋画像入力手段と、前記指紋画像入力手段により入力された複
数の指紋画像の対応付けをするとともに位置合せをする画像対応付け手段と、画像対応付
けの結果、指紋画像間の重複している領域を検出し、指紋画像間の類似性を評価すること
により、高解像度化が可能な領域があるか否かを判定する高解像度化判定手段と、前記画
像対応付け手段による前記位置合せの結果に基づき、前記指紋画像を合成する画像合成手
段と、前記指紋画像中の高解像度化が可能な前記領域を高解像度化する高解像度化手段と
を備え、前記指紋画像入力手段に入力される前記指紋画像を部分的に高解像度化した指紋
画像を生成させることである。
【００１７】
　斯かる構成によれば、連続して入力される低解像度の複数の指紋画像から高解像度化が
可能な領域の高解像度化処理を行い、部分的又は全体的に高解像度化された指紋画像が得
られ、斯かる指紋画像から特徴量の抽出が可能となるので、特徴量の抽出精度が高められ
る。
【００１８】
　上記目的を達成するには、上記指紋画像取得装置において、好ましくは、前記高解像度
化判定手段が、指紋画像から特徴量を抽出する特徴量抽出手段と、抽出された特徴量を用
いて、指紋画像間で比較する特徴量比較手段を備え、指紋画像から抽出された特徴量に基
づいて再現性を評価し、高解像度化が可能であるか判定することとしてもよい。また、上
記指紋画像取得装置において、好ましくは、前記特徴量は、隆線の形状、隆線の端点、分
岐点情報の何れかを含むこととしてもよいし、また、前記高解像度化判定手段が重複領域
をさらに小領域に分割する領域分割手段を備え、小領域毎に指紋画像間の再現性を評価し
、解像度を高めることが可能か判定し、高解像度化可能である領域について、解像度を高
めることとしてもよい。斯かる構成により、上記目的が達成される。
【００１９】
　上記目的を達成するため、本発明の第２の側面は、指紋認証装置であって、指紋画像が
連続的に入力される指紋画像入力手段と、複数の指紋画像の位置合せをする画像対応付け
手段と、画像対応付けの結果、指紋画像間の重複している領域を検出し、指紋画像間の類
似性を評価することにより、高解像度化が可能な領域があるか否かを判定する高解像度化
判定手段と、前記画像対応付け手段による前記位置合せの結果に基づき、前記指紋画像を
合成する画像合成手段と、前記指紋画像中の高解像度化が可能な前記領域を高解像度化す
る高解像度化手段と、前記高解像度化手段で高解像度化された指紋画像から特徴情報を生
成する特徴情報生成手段と、取得した特徴情報と予め登録した特徴情報とを照合する指紋
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照合手段とを備えたことである。
【００２０】
　斯かる構成によれば、連続して入力される低解像度の複数の指紋画像から高解像度化が
可能な領域の高解像度化処理を行い、部分的又は全体的に高解像度化された指紋画像が得
られ、斯かる指紋画像から特徴量を抽出し、指紋照合を行うことができ、指紋の照合精度
が高められる。
【００２１】
　上記目的を達成するため、本発明の第３の側面は、指紋画像取得方法であって、指紋画
像を連続して取り込むステップと、複数の指紋画像の位置合せをするステップと、画像対
応付けの結果、指紋画像間の重複している領域を検出し、指紋画像間の類似性を評価する
ことにより、高解像度化が可能な領域があるか否かを判定するステップと、前記位置合せ
の結果に基づき、前記指紋画像を合成するステップと、前記指紋画像中の高解像度化が可
能な前記領域を高解像度化するステップとを含み、連続して入力される前記指紋画像を部
分的に高解像度化した指紋画像を生成させることである。斯かる指紋画像取得方法によれ
ば、前記第１の側面で述べた通り、解像度を高めた指紋画像を取得することができる。
【００２２】
　上記目的を達成するため、本発明の第４の側面は、指紋認証方法であって、指紋画像を
連続して取り込むステップと、複数の指紋画像の位置合せをするステップと、画像対応付
けの結果、指紋画像間の重複している領域を検出し、指紋画像間の類似性を評価すること
により、高解像度化が可能な領域があるか否かを判定するステップと、前記位置合せの結
果に基づき、前記指紋画像を合成するステップと、前記指紋画像中の高解像度化が可能な
前記領域を高解像度化するステップと、前記高解像度化された前記合成画像から特徴情報
を生成するステップと、取得した特徴情報と予め登録した特徴情報とを照合するステップ
とを含むことである。斯かる指紋認証方法によれば、前記第２の側面で述べた通り、解像
度を高めた指紋画像から抽出された特徴量を用いるので、指紋認証の精度が高められる。
【発明の効果】
【００２３】
　本発明によれば、次のような効果が得られる。
【００２４】
　(1) 所定の解像度を有し、連続して入力された複数の指紋画像間の重複領域について、
該所定の解像度よりも高い解像度を有する高解像度画像を生成し、部分画像と高解像度画
像を合成して部分的又は全体的に高解像度化された指紋画像を生成することができる。
【００２５】
　(2) 部分的又は全体的に高解像度化された指紋画像を指紋認証に用いることができ、再
現性（類似性）の評価に利用することができる。
【００２６】
　(3) 所定の解像度を有する複数の部分的な指紋画像から、所定の解像度よりも高い解像
度を有する指紋画像からのみ抽出可能な特徴量を利用できる。
【００２７】
　(4) 指紋画像の重複領域をさらに小領域に分割し、小領域毎に高解像度化が可能である
か判定することで、指紋画像が部分的に歪んでいたとしても、歪んでいない領域のみを抽
出して、高解像度画像を生成できる。
【００２８】
　(5) このような複数の指紋画像間の重複領域を求めて部分的又は全体的に高解像度化さ
れた指紋画像を用いて指紋照合の照合精度を高めることができる。
【００２９】
　そして、本発明の他の目的、特徴及び利点は、添付図面及び各実施の形態を参照するこ
とにより、一層明確になるであろう。
【発明を実施するための最良の形態】
【００３０】
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〔第１の実施の形態〕
【００３１】
　第１の実施の形態について、図１、図２、図３、図４、図５、図６及び図７を参照する
。図１は、指紋画像取得装置を示すブロック図、図２及び図３は、スウィープ型指紋セン
サの一例を示す図、図４は、指紋の特徴量を表す図、図５は、指紋画像の部分画像の重複
領域の検出及び分割を示す図、図６は、合成画像を示す図、図７は、高解像度化判定部の
構成例を示す図である。図１～図７に示す構成は一例であって、斯かる構成に本発明が限
定されるものではない。
【００３２】
　この指紋画像取得装置２Ａは、指紋画像の取得にスウィープ型指紋センサを用いたもの
であって、図１に示すように、指紋画像入力部４と、画像対応付け部６と、高解像度化判
定部８と、高解像度化部１０と、画像合成部１２とが備えられ、この実施の形態では、指
紋画像入力部４にスウィープ型指紋センサ１４を用いている。
【００３３】
　指紋画像入力部４は、ユーザが入力する指紋を映像化し、複数の部分画像を断続的に検
出する指紋画像入力手段の一例である。なお、生体情報入力手段である指紋センサとして
例えば、スウィープ型指紋センサ１４の指紋検出方法には、静電容量式、感熱式、電界式
、光学式があるが、何れの方法であってもよい。指紋の読取りは、図２に示すように、ユ
ーザが、スウィープ型指紋センサ１４のセンサ面１６上を指１８で振れながら、指１８の
根元側、より具体的には、第一関節付近から指先側等、例えば、矢印ａの方向に指を移動
させる構成でもよい。また、スウィープ型指紋センサ１４は、図３に示すように、指１８
に対してセンサ部２０側を移動させる移動機構部２２を備えた構成としてもよく、センサ
部２０が矢印ｂで示す方向に移動させればよく、ユーザは指１８を移動させる必要はない
。スウィープ型指紋センサ１４には既存のものを使用できるので、その詳細な説明は省略
する。この指の動きに対し、スウィープ型指紋センサ１４は２次元画像の読取り動作を連
続的に行い、複数枚の部分画像を取得することができる。
【００３４】
　このようにしてスウィープ型指紋センサ１４には指１８のスウィープによって複数の部
分画像が得られ、これら部分画像は指紋画像入力部４にバッファされ、保持される。
【００３５】
　画像対応付け部６は、部分画像間の移動量の算出手段であるとともに、指全体の画像を
再構成する画像対応付け手段である。この画像対応付け部６では、指紋画像入力部４に入
力された複数の部分画像から隣接する部分画像間で比較を行い、部分画像間の重複領域が
最も類似する相対的な位置関係を求め、移動量を算出する。各部分画像の隣接する境界部
分において画像が重複する領域が存在する場合には、画像合成により指紋全体の画像を再
構成することができる。しかしながら、指の操作方向におけるスウィープ型指紋センサ１
４の幅に対する読取り動作速度に対し、指の操作速度が速すぎる場合には重複領域が生じ
ず、それらの部分画像を合成することができない。部分画像間の比較には、画像自体を利
用してもよいし、画像から抽出した特徴量として図４に示すように、隆線パターン２４や
、特徴点２６、２８を利用してもよい。特徴点２６は端点であり、特徴点２８は分岐点で
ある。スウィープ型指紋センサ１４は、縦方向の幅が短いため、特徴点を取得するのが困
難である。従って、スウィープ型指紋センサ１４を用いて指紋全体の画像を再構成する際
には、画像自体又は隆線パターンを組み合わせて利用するのが望ましい。
【００３６】
　高解像度化判定部８は、対応付けの結果、重複する領域を検出し、この重複領域をブロ
ック状の小領域に分割し（図５）、小領域毎に部分画像間の類似度を算出し、所定の閾値
と比較して高解像度化が可能であるか否かを判定する高解像度化判定手段である。例えば
、類似度が高い方が類似している場合には、所定の閾値以上であれば、高解像度化が可能
であると判定する。
【００３７】
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　この高解像度化判定部８の重複領域の検出、その重複領域の小領域への分割等の処理は
、図５に示すように、ｎ枚目の部分画像３０と、（ｎ＋１）枚目の部分画像３２との間に
重複領域３４が生じているとすれば、その重複領域３４が検出されるので、この重複領域
３４を重複領域３４より小さい複数の領域（小領域）３６に分割する。
【００３８】
　高解像度化部１０は、移動量と高解像度化が可能であると判定された領域の情報（各部
分画像における左上の座標、縦方向の幅、横方向の幅）を受け取り、各部分画像における
処理範囲を決定する手段である。処理範囲について、小数画素精度で位置ずれ量を求める
。小数画素精度で位置ずれ量を求めるには、各画素中の小数画素位置の画素値を線形補間
等で生成してから類似度を求める方法や、整数画素位置で求めた類似度を元に小数画素精
度の位置ずれ量を推定する方法等がある。小数画素精度で求められた位置ずれ量を考慮し
て、各部分画像の対応する処理範囲の画像を重ね合わせ、画素値の内挿処理を行い、物体
毎の高解像度画像を生成する。内挿処理は、公知の処理を用いることができるので、その
説明を省略する。以上の処理を、高解像度化が可能であると判定された全領域に対して行
う。
【００３９】
　画像合成部１２は、移動量に基づいて、各部分画像を合成する。合成画像の解像度を変
換し、高解像度画像の解像度を合わせる。移動量と領域情報に基づいて高解像度画像を合
成画像に配置し、部分的に高解像度化された合成画像３８（図６）を生成する。この合成
画像３８には、図６に示すように、高解像度の領域４０が形成されている。
【００４０】
　このような処理を、指紋画像入力部４にバッファしている部分画像の順番に繰り返すこ
とで、指紋全体の合成画像を生成することができる。
【００４１】
　次に、高解像度化判定部８について、図７を参照すると、この高解像度化判定部８は、
重複領域検出部８２と、領域分割部８４と、特徴量抽出部８６と、特徴量比較部８８とを
備えている。
【００４２】
　重複領域検出部８２は、画像対応付け部６から対応付け出力を受け、隣接する指紋画像
間の重複している領域即ち、重複領域を検出する検出手段である。領域分割部８４は、重
複領域検出部８２から重複領域の検出結果を受け、その重複領域を更に小領域に分割する
領域分割手段である。また、特徴量抽出部８６は、その重複領域にある特徴量を抽出する
特徴量抽出手段であり、特徴量比較部８８は、抽出された特徴量を比較する手段である。
そこで、この高解像度化判定部８では、指紋画像の重複領域を小領域に分割し、その小領
域毎に指紋画像間の再現性を評価し、その結果として解像度を高めることが可能であるか
否かを判定する。そして、高解像度化部１０は、その結果を高解像度化判定部８から受け
、指紋画像の高解像度化可能な領域について高解像度化処理をする。
【００４３】
　このように、指紋画像を領域毎に分割する手段として、領域分割手段を備えることによ
り、指紋画像間の重複領域を更に小領域に分割すれば、小領域毎に高解像度化が可能であ
るか否かを判定することができ、指紋画像が部分的に歪んでいたとしても、歪んでいない
領域のみを抽出して高解像度画像を生成でき、後述の指紋認証の精度を高めることができ
る。
【００４４】
　次に、指紋画像の取得及び画像構成の処理について、図８及び図９を参照する。図８及
び図９は、指紋画像取得の処理手順を示すフローチャートである。図８及び図９に示す構
成は一例であって、斯かる構成に本発明が限定されるものではない。
【００４５】
　この処理手順は、指紋画像取得方法又は指紋画像取得プログラムの一例であって、図８
に示すように、指紋画像入力部４による指紋画像入力ステップ（ステップＳ１）、画像対
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応付け部６による対応付けステップ（ステップＳ２）、高解像度化判定部８による高解像
度化判定ステップ（ステップＳ３）、高解像度化部１０による高解像度化ステップ（ステ
ップＳ４）、画像合成部１２による画像合成ステップ（ステップＳ５）により実行される
。
【００４６】
　また、この処理手順は、図９に示すように、指の先頭の部分画像を読み込み（ステップ
Ｓ１１）、次の部分画像を読み込む（ステップＳ１２）。これら部分画像間を対応付けて
移動量を算出し（ステップＳ１３）、重複領域を小領域に分割する（ステップＳ１４）。
小領域毎に部分画像間で高解像度化が可能であるか否かを判定する（ステップＳ１５）。
その判定結果（ステップＳ１６）が可能であれば、高解像度画像を生成し（ステップＳ１
７）、判定結果（ステップＳ１６）が不可能であれば、部分画像を連結して生成した高解
像度画像を合成する（ステップＳ１８）。そして、全部分画像が処理済みであるか否かが
判定され（ステップＳ１９）、全部分画像が処理済みでなければ（ステップＳ１９のＮＯ
）、ステップＳ１２に戻り、全部分画像の処理を行い、全部分画像が処理済みであれば（
ステップＳ１９のＹＥＳ）、処理を終了する。
【００４７】
　次に、高解像度化処理について、図１０を参照する。図１０は、指紋画像の超解像の処
理を示す図である。
【００４８】
　この高解像度化処理は、高解像度化の処理方法又はその処理プログラムの一例であって
、複数の画像を用いて画像を補完する例えば、超解像の処理を用いることができる。この
例では、二値の画像を用いているが、多値の画像であってもよい。複数枚（例では２枚）
の画像間で位置合わせを行う。そこで、指紋画像の一部の領域を例として、図１０Ａに示
す指紋画像１０２（画像１）と、図１０Ｂに示す指紋画像１０４（画像２）とを位置合わ
せすると、図１０Ｃに示すように、位置合わせの結果としての画像１０６が得られる。図
１０Ａ、１０Ｂ及び１０Ｃにおいて、１０８は汗腺孔である。この位置合わせの処理は、
指紋認証で用いられる照合処理（特徴点方式、パターンマッチング方式等）を用いてもよ
い。この位置合わせでは、元の画像が持つ解像度より細かい値で画像間の位置ずれを求め
る。超解像後の解像度の画像における各画素において、元の２枚の画像で対応する画素値
から、画素値を算出する。この例では、どちらかの画像の画素値が１（色付き）であれば
、超解像後の画素値を１にしている。この結果、図１０Ｄに示すように、超解像後の画像
１１０が得られる。
【００４９】
　他の方法としては、両画像の画素値の平均を用いてもよい。超解像後の画像の全画素に
ついて画素値を算出することにより、元の画像の解像度より高解像度の画像を得ることが
できる。
【００５０】
　次に、部分的な高解像度化の処理について、図１１を参照する。図１１は、指紋画像の
部分的な高解像度化処理を示す図である。
【００５１】
　指紋画像では、押捺による歪みが必ず生じるため、位置合わせの結果の重複領域全てに
超解像処理の適用が困難であるため、超解像可能な領域か否かを判断し、超解像可能な領
域について超解像処理を行う。
【００５２】
　図１１Ａに示すように、指紋画像１１２（画像１）と指紋画像１１４（画像２）との重
複領域１１６内で類似度の高い領域を選別し、その領域のみについて、指紋画像１１２（
画像１）と指紋画像１１４（画像２）の画像合成（超解像）により解像度変換をし、その
他の領域については、一般の内挿処理により解像度変換する。図１１Ｂに示すように、合
成後の画像１１８では、１２０が超解像処理により解像度変換される領域、１２２が一般
的な内挿処理により画像変換された領域である。画像１、画像２の類似度の高い領域の選
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別については、領域を分割し、分割した領域毎に照合処理を行って、類似度を算出する。
その類似度に対し、所定の閾値を設定し、その類似度が閾値に比較して大きい場合に、超
解像可能な領域と判定する。超解像可能と判定された領域は、超解像により解像度変換す
る。また、重複領域内の超解像不可能と判定された領域については、２枚の画像を用いて
、対応する画素値を算出（平均値等）してもよいし、一方の画像により対応する画素値を
決定してもよい。２枚の画像の対応画素値から変換後の画素値を算出する場合、画像パタ
ーンは変わる。重複していない領域については、解像度変換のみを行う。この場合、解像
度は高くなるが、画像パターンは拡大されるだけであって、変わりはない。
【００５３】
　次に、移動量について、図１２を参照する。図１２は、指紋画像間の移動量を説明する
ための図である。
【００５４】
　図１２に示すように、例えば、２つの画像として例えば、画像１２４（画像１）と画像
１２６（画像２）とを位置合わせした場合に、画像１２４、１２６（画像１、２）間で対
応する点Ｐ１、Ｐ２について、画像１２４と画像１２６との間の位置ずれの量を移動量と
する。この移動量は、横方向（Ｘ軸方向）の移動量ｘ、縦方向（Ｙ軸方向）の移動量ｙ及
び回転角θで定義される。これらの値は、画像合成時に画素の対応付けに用いる。
【００５５】
〔第２の実施の形態〕
【００５６】
　第２の実施の形態として、図１３、図１４、図１５及び図１６を参照する。図１３は、
指紋画像取得装置を示すブロック図、図１４は、平面型指紋センサの一例を示す図、図１
５は、特徴点の対応付けを示す図、図１６は、部分画像の重複領域の検出及び分割を示す
図である。図１３～図１６に示す構成は一例であって、斯かる構成に本発明が限定される
ものではない。図１３及び図１４において、図１と同一部分には同一符号を付してある。
【００５７】
　この指紋画像取得装置２Ｂは、指紋画像の取得に平面型指紋センサを用いたものであっ
て、図１３に示すように、第１の実施の形態と同様に、指紋画像入力部４と、画像対応付
け部６と、高解像度化判定部８と、高解像度化部１０と、画像合成部１２とが備えられ、
この実施の形態では、指紋画像入力部４に平面型指紋センサ４２を用いている。
【００５８】
　指紋画像入力部４は指紋画像の入力手段であるが、平面型指紋センサ４２を用いている
ので、第１の実施の形態とは指の操作方法が異なる。指紋を読み取る際には、図１４に示
すように、ユーザは平面型指紋センサ４２のセンサ面４４に指を押し当てる。この操作に
より、一枚の部分画像が取得される。本発明では、複数枚の指紋画像が必要となることか
ら、ユーザは指紋の読取り操作を複数回行う。このようにして入力された部分画像は、指
紋画像入力部４にバッファされる。
【００５９】
　ところで、この指紋画像の入力に関し、ユーザが平面型指紋センサ４２のセンサ面４４
に指を何度も押しつけるか、又は押しつけたままで複数回の読取り操作が行われるのかの
何れであってもよい。ユーザがセンサ面４４に意識的に指を何度も押しつけなくても、指
を置いたままの状態で複数の指紋画像を入力することが可能であるから、この実施の形態
は、斯かる態様も包含する。即ち、ユーザの指がセンサ面４４に触れたままの状態で、セ
ンサ面４４全体に対する画像取得（走査）を複数回行うことにより、複数の指紋画像を入
力することが可能である。このような動作を行うための構成として、ユーザは指紋入力の
際に、一定の状態を保とうとしても、センサ面４４に対するユーザの指の圧力や位置等は
時間経過によって微妙に変化し、入力時刻の異なる複数の指紋画像は微妙に異なってくる
。このような複数の指紋画像を使って位置合わせを行えば、十分に大きな比率で共通領域
を含んだ指紋画像を得ることができ、言い換えれば、精度の高い個人認証に適した指紋画
像を生成することが可能である。
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【００６０】
　指紋センサ４２のセンサ面４４の領域は一定形状かつ一定面積であるため、ユーザの指
全体に対し、一部分に偏った指紋画像を採取することになる。ユーザの指に対してセンサ
面４４が十分な面積を有する場合には、大部分が高解像度化された指紋画像を一度に得る
ことができ、より高レベルの特徴点を含んだ指紋画像を効率的に取得することが可能であ
る。
【００６１】
　画像対応付け部６は例えば、２枚の部分画像を受け取り、部分画像間で比較を行い、重
複領域が最も類似する相対的な位置関係を求め、移動量を算出する手段である。２枚の画
像の選択は、入力順に選択してもよいし、他の選択基準に従って選択してもよい。重複領
域が最も類似する相対的な位置関係を求め、移動量を算出する。部分画像間の比較には、
画像自体を利用してもよいし、画像から抽出した特徴量である隆線パターンや特徴点を利
用してもよい。平面型指紋センサ４２では、スウィープ型指紋センサ１４と異なり、移動
方向を絞れず、全探索が必要である。部分画像の比較には、計算量の軽い特徴点を利用す
るのが望ましい。特徴点を用いた画像対応付け方法としては、特徴点を用いた指紋照合と
同様の処理である。各部分画像から抽出した特徴点を用いて照合し、一致する特徴点数が
多くなる移動量を求める。
【００６２】
　高解像度化判定部８は、平面型指紋センサ４２の場合、指紋の読取り操作毎に異なる皮
膚の伸縮による歪みの影響を減少させるため、特徴点と隆線パターンの両方を利用し、高
解像度化の判定を行う。この判定には、重複領域内にある特徴点を取得する。この場合、
特徴点は、画像対応付け部６で抽出した特徴点を流用してもよいし、新たに抽出してもよ
い。各部分画像から取得した特徴点を用いて、画像対応付け手順と同様に、指紋照合処理
を行い、一致する特徴点を対応付ける（図１５）。
【００６３】
　この特徴点の対応付けは、図１５に示すように、指紋画像４６（部分画像１）の特徴点
Ａ１、Ａ２、Ａ３、Ａ４と、指紋画像４８（部分画像２）の特徴点ａ１、ａ２、ａ３、ａ
４とを対比し、一致する特徴点Ａ１－ａ１、Ａ２－ａ２、Ａ３－ａ３を対応付け、重複領
域５０を求める。この重複領域５０について、小領域５２、５４、５６は特徴点Ａ１－ａ
１、Ａ２－ａ２、Ａ３－ａ３の対応付け領域であり、一致した特徴点Ａ１－ａ１、Ａ２－
ａ２、Ａ３－ａ３を基準として円形の小領域５２、５４、５６に分割する。この場合、円
の半径は、固定でもよいし、可変でもよい。円のサイズはセンサ面４４より小さいサイズ
であることが望ましい。例えば、円の半径を固定とし、各部分画像における小領域５２、
５４、５６内の隆線パターン２４（図４）を抽出する。対応した小領域５２、５４、５６
の基準（円の中心）で位置合せを行い、隆線パターンの比較により類似度を算出する。所
定の閾値と比較して高解像度化が可能であるか否かを判定する。この判定処理では、重複
領域５０全体を対象とするのではなく、特徴的な領域を示す特徴点Ａ１－ａ１、Ａ２－ａ
２、Ａ３－ａ３の近傍のみを対象としている。
【００６４】
　高解像度化部１０は、移動量と高解像度化が可能であると判定された領域の情報（各部
分画像における円の中心座標、半径）を受け取り、各部分画像における処理範囲を決定す
る。処理範囲について、小数画素精度で位置ずれ量を求める。小数画素精度で位置ずれ量
を求める場合には、各画素中の小数画素位置の画素値を線形補間等で生成してから類似度
を求める方法や、整数画素位置で求めた類似度を元に小数画素精度の位置ずれ量を推定す
る方法等がある。小数画素精度で求められた位置ずれ量を考慮して、各部分画像の対応す
る処理範囲の画像を重ね合わせ、画素値の内挿処理を行い、物体毎の高解像度画像を生成
する。内挿処理に関しては、公知であるため省略する。以上の処理を高解像度化が可能で
あると判定された全領域に対して行う。
【００６５】
　画像合成部１２は、移動量に基づいて、各部分画像を合成する。合成画像の解像度を変



(12) JP 2010-49379 A 2010.3.4

10

20

30

40

50

換し、高解像度画像の解像度を合わせる。移動量と領域情報に基づいて、高解像度画像を
合成画像に配置し、部分的に高解像度化された合成画像を生成する。
【００６６】
　このような処理を、指紋画像入力部４にバッファしている部分画像の順番に繰り返すこ
とで、指紋全体の合成画像を生成することができる。
【００６７】
　また、図１６に示すように、特徴点の位置を基準に所定の形状で領域を分割してもよい
。この場合、所定の形状の内部を対象に判定を行い、指紋画像の分割方法は、指紋画像入
力手段である指紋センサの種別又は照合方式に適した方法を選択すればよい。
【００６８】
　次に、高解像度化判定の処理について、図１７を参照する。図１７は、高解像度化判定
の処理手順を示すフローチャートである。図１７に示す構成は一例であって、斯かる構成
に本発明が限定されるものではない。
【００６９】
　この実施の形態においても、指紋画像の取得や画像構成の各処理は第１の実施の形態と
同様に実行され、既述の指紋画像取得の処理手順（図８及び図９）が用いられる。
【００７０】
　この実施の形態の高解像度化が可能であるか否かの判定の処理手順は、その判定処理方
法又は判定処理プログラムの一例であって、図１７に示すように、部分画像間の重複領域
を検出し（ステップＳ２１）、重複領域内の特徴点を取得し（ステップＳ２２）、特徴点
の対応付けを行う（ステップＳ２３）。対応付けのある特徴点を基準に、小領域内の隆線
パターンを取得し（ステップＳ２４）、対応付けられた小領域間で隆線パターンを比較し
て判定を行う（ステップＳ２５）。対応付けのある特徴点の全てが処理済みであるか否か
が判定され（ステップＳ２６）、全てが処理済みでなければ（ステップＳ２６のＮＯ）、
ステップＳ２４に戻り、全てが処理済みであれば（ステップＳ２６のＹＥＳ）、この処理
を終了する。
【００７１】
〔第３の実施の形態〕
【００７２】
　第３の実施の形態について、図１８、図１９、図２０、図２１、図２２、図２３、図２
４、図２５、図２６及び図２７を参照する。図１８は、指紋認証装置を示すブロック図、
図１９は、指紋認証の処理手順を示すフローチャート、図２０は、特徴情報生成部及び指
紋照合部の構成例を示す図、図２１は、特徴情報の構成例を示す図、図２２は、特徴情報
生成部及び他の指紋照合部の構成例を示す図、図２３は、特徴情報の構成例を示す図、図
２４は、領域分割部（図７）の構成例を示す図、図２５は、特徴情報生成部の他の構成例
を示す図、図２６は、クライアント装置の構成例を示す図、図２７は、クライアント装置
及びサーバ装置の構成例を示す図である。図１８～図２７に示す構成は一例であって、斯
かる構成に本発明が限定されるものではない。図１８、図２２、図２４～図２７において
、図１、図１３と同一部分には同一符号を付してある。
【００７３】
　この指紋認証装置６０は、既述の指紋画像取得装置２Ａ（図１）又は指紋画像取得装置
２Ｂ（図１３）の何れか一方を用いて構成され、図１８に示すように、指紋画像取得装置
２Ａ又は２Ｂと、特徴情報生成部６２と、指紋照合部６４とを備えている。
【００７４】
　指紋画像取得装置２Ａ又は２Ｂは、指紋画像入力部４、画像対応付け部６、高解像度化
判定部８、高解像度化部１０及び画像合成部１２を備えており、これらは第１又は第２の
実施の形態（図１、図１３）と同一であるため、同一符号を付し、その説明を省略する。
【００７５】
　特徴情報生成部６２は、画像合成部１２より合成された指紋画像（合成画像）を取得す
る。この合成画像は、部分的に高解像度化されているにすぎないので、レベル３に分類さ
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れる特徴量抽出処理を画像全体に適用することはできない。適用しても、十分な認証精度
が得られない特徴量が抽出されることになる。そこで、抽出する特徴量は、低解像度の指
紋画像から取得できるレベル１と、レベル２との特徴量とする。ここでは、レベル２の特
徴量である特徴点を例に説明する。合成画像から特徴点を抽出する。抽出された特徴点で
構成される特徴情報を生成する。
【００７６】
　指紋照合部６４では、初期設定となる登録モードにおいて、生成された特徴情報を登録
している。従って、初期設定が済んだ後の使用状態にあっては、特徴情報生成部６２で得
られた特徴情報を入力して、予め登録している登録特徴情報と照合することで、本人か否
かの判定を行う。指紋照合部６４は、特徴点を用いた比較手段又は斯かる機能を備えてお
り、両特徴情報にある特徴点を用いて比較照合する。その結果である類似度から、所定の
閾値と比較して本人か否かを判定する。
【００７７】
　この指紋認証装置６０における指紋認証の処理手順は、指紋認証方法又は指紋認証プロ
グラムの一例であって、図１９に示すように、指紋画像入力部４による指紋画像入力ステ
ップ（ステップＳ３１）、画像対応付け部６による対応付けステップ（ステップＳ３２）
、高解像度化判定部８による高解像度化判定ステップ（ステップＳ３３）、高解像度化部
１０による高解像度化ステップ（ステップＳ３４）、画像合成部１２による画像合成ステ
ップ（ステップＳ３５）が実行され、これらの処理は第１及び第２の実施の形態と同様で
ある。そして、画像合成の後、特徴情報生成部６２による特徴情報生成ステップ（ステッ
プＳ３６）、指紋照合部６４による指紋照合ステップ（ステップＳ３７）により実行され
る。
【００７８】
　この実施の形態から抽出される特徴事項、具体的な構成例や他の構成例を以下に列挙す
る。
【００７９】
　(1) この指紋認証装置６０では、複数枚の指紋画像を合成するために位置合せを行い、
画像内の重複領域について高解像度化が可能であるか否かを判定し、指紋画像を合成する
とともに、可能である領域について解像度を高めた指紋画像を生成する（図１、図７、図
８、図９）。即ち、指紋画像を取得する指紋画像入力部４と、指紋画像内の重複領域を検
出する重複領域検出部８２（図７）と、重複領域について画像間で再現性があるか否かを
評価して、十分に再現性がある場合に高解像度化が可能であると判定する高解像度化判定
部８と、可能であると判定された領域について、解像度を高める高解像度化部１０とを備
えている。高解像度化判定部８には、特徴量抽出部８６と、特徴量比較部８８とを有し（
図７）、各指紋画像から特徴量を抽出し、特徴量を用いて画像同士を比較して類似度を算
出することで、再現性（類似性）があるか否かを評価する。特徴量としては、低解像度の
指紋センサで取得可能である隆線パターン、特徴点を用いればよい。
【００８０】
　このように指紋認証装置６０によれば、連続的に入力された指紋画像間で重複している
領域について、高解像度画像を生成し、部分画像と高解像度画像を合成することにより、
部分的に高解像度化された指紋画像を生成することができる。そして、指紋認証で用いら
れている指紋照合方式を再現性の評価に利用できる。
【００８１】
　(2) 指紋画像入力部４には、スウィープ型指紋センサ１４（図１）、平面型指紋センサ
４２（図１３）の何れを使用してもよく、スウィープ型指紋センサ１４が使用されている
場合に、ブロック状に分割することで、より多くの領域について高解像度画像が生成でき
る。また、平面型指紋センサ４２が使用されている場合に、特徴点の位置を基準に円形や
四角形で分割することで、特徴点の近傍の認証性能に重要な領域について、高解像度画像
が生成できる。そして、部分的に高解像度化された指紋画像を用いて、指紋照合すること
ができる。
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【００８２】
　(3) この指紋認証装置６０では、重複領域をさらに小さな領域に分割し、分割した領域
毎に高解像度化が可能であるか否かを判定することにより、指紋画像特有の伸縮が高解像
度化に与える影響を減少させる。即ち、局所的に解像度を高めることを可能にする。例え
ば、指紋画像を図５に示すようにブロック状に分割し、又は、図１６に示すように特徴点
の位置を基準に所定の形状で領域を分割する。図５に示す場合には、ブロック毎に判定を
行い、可能なブロックのみ高解像度化する。また、図１６に示す場合には、所定の形状の
内部を対象に判定を行う。指紋画像の分割方法は、指紋画像入力手段である指紋センサの
種別又は照合方式に適した方法を選択する。また、部分的に高解像度化された画像につい
て　図６を参照すると、図６に示す画像では、高解像度の領域４０が元の解像度に比べて
解像度が２倍に変換されている。実際には、高解像度化されていない領域については、拡
大もしくは線形補間等の画像処理により、高解像度化された領域と同じ解像度に変換され
、一枚の画像にされる。
【００８３】
　(4) この指紋認証装置６０では、画像合成部１２により生成された指紋画像から特徴量
を抽出し、照合に用いる特徴情報を生成し、予め登録した特徴情報との照合により本人か
否かを判定する（図１８、図１９）。この場合、特徴情報生成部６２は、図２０に示すよ
うに、特徴量抽出手段として複数種類の特徴量抽出部６２０１、６２０２、６２０３・・
・を備え、複数種類の特徴量で構成される特徴情報１３０（図２１）を生成する。この特
徴情報１３０は、図２１に示すように、隆線パターン（レベル１の特徴量）１３２、特徴
点（レベル２の特徴量）１３４、特徴点（レベル３の特徴量１）１３６１、特徴点（レベ
ル３の特徴量２）１３６２・・・を含んでいる。また、指紋照合部６４は、特徴量抽出部
６２０１、６２０２、６２０３・・・に対応する特徴量比較手段として複数の特徴量比較
部６４２１、６４２１、６４２３・・・と、照合判定部６４４とを備える。特徴量比較部
６４２１、６４２１、６４２３・・・は、特徴量の種類毎に比較を行い、照合判定部６４
４は、特徴量比較部６４２１、６４２１、６４２３・・・の各比較結果から照合判定を行
い、本人か否かを判定する。斯かる構成とすれば、精度の高い画像認証が行える。
【００８４】
　(5) この指紋認証装置６０では、連続して入力された部分画像を処理した結果、生成さ
れた高解像度画像の面積を取得し、取得した面積が十分に大きい場合に、レベル３の特徴
量を抽出し、照合に用いる特徴情報を生成する。具体的には、画像合成部１２は、生成さ
れた高解像度画像を受け取り、部分画像と高解像度画像を合成するとともに、合成後の画
像における高解像度画像の面積を更新する。特徴情報生成部６２は、合成画像と面積を受
け取り、所定の閾値と比べて大きい場合に、レベル３に分類される特徴量を抽出し、特徴
情報を生成する。指紋照合部６４は、特徴情報を構成する特徴量の種類を確認し、複数の
特徴量比較部６４２１、６４２２、６４２３・・・から使用すべき特徴量比較部を選択し
、各特徴量について比較照合を行う。照合判定部６４４は、それらの結果から本人か否か
を判定する。
【００８５】
　(6) この指紋認証装置６０において、特徴量比較部６４２１、６４２２、６４２３・・
・から使用すべき特徴量比較部を選択するには、特徴量比較部６４２１、６４２２、６４
２３・・・の前段に比較選択手段として比較選択部６４６（図２２）を設置すればよい。
斯かる構成では、図２２に示すように、特徴量抽出部６２０１、６２０２、６２０３・・
・と、これらに対応する特徴量比較部６４２１、６４２２、６４２３・・・と、特徴量の
種類に応じて比較手段を切り替えて照合させる特徴量比較部６４２１、６４２２、６４２
３・・・を選択するための比較選択部６４６とを備える。斯かる構成とすれば、複数の特
徴量比較手段による指紋照合の結果を参照して判定するので、認証性能、認証精度を高め
ることができる。
【００８６】
　(7) この指紋認証装置６０は、特徴点近傍の画像から生成された高解像度画像より抽出
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されたレベル３の特徴量とその特徴点を関連付けて特徴情報を生成し、特徴点とレベル３
の特徴量を用いて指紋照合を行う。具体的には、高解像度化判定部８は、重複領域内の特
徴点を抽出し、その近傍の領域について再現性を評価する。高解像度化が可能であると判
定された場合には、高解像度化部１０が高解像度画像を生成する。画像合成部１２は、入
力された部分画像を合成するとともに、高解像度画像の生成に用いられた特徴点の位置を
合成画像における位置に更新し、特徴点と高解像度画像を関連付けてデータ記録手段とし
て例えば、データ記憶部９０６（図３４）に格納する。既に格納されている特徴点につい
ても逐次合成画像における位置に更新する。特徴情報生成部６２は、特徴点と関連付けら
れた高解像度画像を受け取り、高解像度画像から汗腺孔の位置情報と隆線の輪郭形状を取
得し、特徴点とレベル３の特徴量から構成される特徴情報１４０（図２３）を生成する。
この特徴情報１４０は、特徴点１４１、１４２、１４３・・・で構成され、この場合、特
徴点１４１は特徴点１としてレベル３の特徴量１、特徴点１４２は特徴点２としてレベル
３の特徴量２、特徴点１４３は特徴点３としてレベル３の特徴量３である。指紋照合部６
４は、まず特徴情報に含まれる特徴点を用いて照合し、一致と見做された特徴点の組につ
いて、レベル３の特徴量を用いて照合する。このように特徴点近傍の高解像度画像を生成
し、レベル３に分類される特徴量を抽出すれば、特徴点とレベル３の特徴量の両方を用い
た指紋照合方式を実現できる。
【００８７】
　(8) 指紋画像の領域分割について、高解像度化判定部８にある領域分割部８４（図７）
は、図２４に示すように、センサ情報取得部８４２と領域形状選択部８４４とを備えるこ
とにより、指紋画像入力部４に用いられる指紋センサの種類や出力に応じて領域形状を選
択する構成とすることができる。センサ情報取得部８４２は、指紋画像入力部４に用いら
れる指紋センサの種類をその指紋センサの出力（即ち、指紋画像入力部４の出力）から得
られるセンサ情報、又は設置される指紋センサを表す識別情報等のセンサ情報を取得する
手段である。領域形状選択部８４４は、そのセンサ情報を受け、指紋画像を分割する領域
形状をセンサ情報に応じて選択する領域形状選択手段である。このような構成によれば、
指紋画像入力部４に用いられる指紋センサの種類や出力に応じた領域形状に指紋画像を分
割することができ、指紋画像の高解像度化や指紋認証の認証精度を向上させることができ
る。
【００８８】
　(9) 特徴情報生成部６２（図１８）について、図２５に示すように、特徴量抽出部６２
２と、画像面積取得部６２４と、特徴量抽出選択部６２６とを備えることにより、取得さ
れた高解像度画像の面積に基づいて特徴量を選択する構成としてもよい。斯かる構成にお
いて、特徴量抽出部６２２は指紋画像入力部４から入力された指紋画像から複数種類の特
徴量を抽出する特徴量抽出手段である。その構成は例えば、図２０に示す構成としてもよ
い。画像面積取得部６２４は、高解像度化部１０（図１８）で高解像度化された指紋画像
から高解像度画像の面積を取得する画像面積取得手段である。そして、特徴量抽出選択部
６２６は、取得された面積に基づいて特徴量を選択する特徴量抽出選択手段である。この
ような構成とすれば、高解像度化された領域の大小（面積の大小）により例えば、レベル
３に分類される特徴量を抽出し、判定することができ、レベル３の特徴量による指紋照合
、指紋認証の安定性や認証精度を向上させることができる。
【００８９】
　(10)　この指紋認証装置６０では、指紋画像から抽出された隆線の輪郭情報を特徴量と
して利用でき、隆線上に存在する汗腺孔の位置を特徴量として利用してもよい。
【００９０】
　(11)　この指紋認証装置６０では、図２６に示すように、クライアント装置６６として
、指紋画像入力から指紋照合まで行うローカル認証を行う構成としてもよく、また、図２
７に示すように、クライアント装置６８と、サーバ装置７０とで構成し、この場合、クラ
イアント装置６８では、指紋画像入力から特徴情報生成まで行う構成とし、サーバ装置７
０では、クライアント装置６８から特徴情報を送信し、サーバ装置７０側に登録している
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特徴情報と照合するサーバ認証の運用形態としてもよい。図２６及び図２７において、図
１８と同一部分には同一符号を付し、その説明を省略する。
【００９１】
〔第４の実施の形態〕
【００９２】
　次に、第４の実施の形態について、図２８、図２９及び図３０を参照する。図２８は、
指紋画像入力手段にスウィープ型指紋センサを用いた指紋認証装置、図２９は、生成され
る合成画像の一例を示す図、図３０は、生成される合成画像の一例を示す図である。図２
８、図２９及び図３０に示す構成は一例であって、斯かる構成に本発明が限定されるもの
ではない。図２８において、図１、図１８と同一部分には同一符号を付してある。
【００９３】
　この実施の形態の指紋認証装置６０Ａ（図２８）において、スウィープ型指紋センサ１
４を用いた指紋画像入力部４、画像対応付け部６、高解像度化判定部８、高解像度化部１
０は、第１の実施の形態（図１）と同じであるため、同一符号を付してその説明を省略す
る。
【００９４】
　この第４の実施の形態では、画像合成部１２は、高解像度化部１０により生成された高
解像度画像を受け取り、部分画像と高解像度画像を合成するとともに、合成後の画像にお
ける高解像度画像の範囲を取得する。スウィープ型指紋センサ１４の場合、縦方向に指を
操作するため、重複する領域は四角形になることが多く、高解像度画像も四角形になるこ
とが多い。合成後の画像における高解像度画像の範囲としては、合成後の画像における左
上の座標、縦方向の幅、横方向の幅を取得する。高解像度画像が四角形等の単純な画像で
はない場合、高解像度画像が占める面積（画素の数）を取得してもよい。部分画像が合成
される度に、逐次同様の処理を繰り返し、合成後の画像において高解像度画像が占める面
積を取得する。
【００９５】
　特徴情報生成部６２は、合成画像と高解像度画像が占める面積を取得し、面積の値が所
定の閾値を比較する。所定の閾値より大きい場合には、レベル３に分類される特徴量抽出
手段（図２２の特徴量抽出部６２０１、６２０２、６２０３・・・）を適用し、特徴量を
取得する。所定の閾値より小さい場合、レベル１又はレベル２に分類される特徴量のみを
取得する。
【００９６】
　この場合、図２９に示すように、合成画像７２に高解像度画像７４が連続して生成され
ている場合には、照合するのに問題はないが、図３０に示すように、合成画像７６に高解
像度画像７８が分離して生成されている場合には、認証に用いられる特徴情報間で異なる
領域でレベル３の特徴量を取得されていると照合できないことになる。高解像度画像が占
める面積は、分離された高解像度画像毎に面積を取得し、全体の面積で判定するのではな
く、それぞれの面積で判定してもよい。
【００９７】
　また、指紋照合部６４は、登録特徴情報及び認証時に生成された特徴情報を構成する特
徴量の種類を確認する。共にレベル３の特徴量を持つ場合、レベル３の特徴量を用いた特
徴量比較手段（図２２の特徴量比較部６４２１、６４２２、６４２３・・・）により比較
照合する。レベル３に分類される特徴量を用いた指紋照合方式の一例が、非特許文献２に
記載されている。共にレベル３の特徴量を持たない場合、レベル１又はレベル２の特徴量
を用いた特徴量比較手段（図２２の特徴量比較部６４２１、６４２２、６４２３・・・）
により比較照合する。その結果である類似度から、所定の閾値を超えているか否かで本人
か否かを判定する。また、この実施の形態では、レベル３の特徴量か、レベル１又はレベ
ル２の特徴量の何れか一方のみを用いるように記載しているが、同時に両方式を用いても
よい。
【００９８】
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　なお、この指紋画像入力手段にスウィープ型指紋センサ１４を用いた指紋認証装置６０
Ａにおいても、第３の実施の形態と同様に、ローカル認証（図２６）とサーバ認証（図２
７）の運用形態であってもよい。
【００９９】
〔第５の実施の形態〕
【０１００】
　次に、第５の実施の形態について、図３１及び図３２を参照する。図３１は、指紋画像
入力手段に平面型指紋センサを用いた指紋認証装置を示す図、図３２は、指紋照合の処理
手順を示すフローチャートである。図３１及び図３２に示す構成は一例であって、斯かる
構成に本発明が限定されるものではない。図３１において、図１３、図１８と同一部分に
は同一符号を付してある。
【０１０１】
　この実施の形態の指紋認証装置６０Ｂ（図３１）において、平面型指紋センサ４２を用
いた指紋画像入力部４、画像対応付け部６、高解像度化判定部８、高解像度化部１０は、
第２の実施の形態（図１３）と同じであるため、説明を省略する。
【０１０２】
　この実施の形態では、画像合成部１２は、入力された部分画像と高解像度画像を合成す
るとともに、高解像度画像の生成に用いられた特徴点の位置を合成画像における位置に更
新し、特徴点と高解像度画像を関連付けて格納する。既に格納されている特徴点について
も逐次合成画像における位置に更新する。異なる合成時に生成された高解像度画像と関連
付けられている特徴点が同じである場合、後から生成された高解像度画像と特徴点を優先
して格納する。特徴点が同じであるか否かの判定は、合成画像における特徴点の位置を比
較し、２点間の距離が所定の閾値内である場合、同じであると判定する。判定には、特徴
点の位置だけでなく、特徴点の種類を用いてもよい。
【０１０３】
　特徴情報生成部６２は、特徴点と関連付けられた高解像度画像を受け取り、高解像度画
像から汗腺孔の位置情報と隆線の輪郭形状を取得し、特徴点とレベル３の特徴量から構成
される特徴情報を生成する。
【０１０４】
　指紋照合部６４は、特徴情報に含まれる特徴点により照合する手段であって、一致と見
なされた特徴点の組について、さらに関連付けられたレベル３の特徴量により比較照合す
る。不一致と判定された場合には、その特徴点の組を不一致とする。最終的な一致特徴点
数により、本人か否かを判定する。
【０１０５】
　この指紋照合の処理手順は、照合処理方法又は照合処理プログラムの一例であって、図
３２に示すように、特徴点により比較照合し（ステップＳ４１）、一致特徴点を取得し（
ステップＳ４２）、レベル３の特徴点により比較を行う（ステップＳ４３）。この比較結
果が不一致であれば、その特徴点を不一致とし（一致特徴点数が減少）（ステップＳ４４
）、比較結果が一致していれば、一致特徴点の全てが処理済みであるか否かが判定され（
ステップＳ４５）、処理済みでなければ（ステップＳ４５のＮＯ）、ステップＳ４３に戻
り、全てが処理済みであれば（ステップＳ４５のＹＥＳ）、最終的な一致特徴点数により
判定を行い（ステップＳ４６）、この指紋照合処理を終了する。
【０１０６】
　なお、このように指紋画像入力部４に平面型指紋センサ４２を用いた指紋認証装置６０
Ｂにおいても、第３の実施の形態と同様に、ローカル認証（図２６）とサーバ認証（図２
７）の運用形態が考えられる。
【０１０７】
〔第６の実施の形態〕
【０１０８】
　次に、第６の実施の形態について、図３３を参照する。図３３は、第６の実施の形態に
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係る特徴量抽出の処理手順を示すフローチャートである。図３３に示す構成は一例であっ
て、斯かる構成に本発明が限定されるものではない。
【０１０９】
　この第６の実施の形態では、各指紋画像から抽出したマニューシャから共通したものを
選択しているが、特徴情報としては、低解像度のセンサで取得可能な隆線パターンやマニ
ューシャを用いればよい。この実施の形態では、既述した実施の形態と同様に、複数枚の
指紋画像を用いて特徴量を抽出する際に、低解像度の指紋センサで抽出可能な特徴量を用
いて、画像の領域毎に再現性を評価し、再現性の高い領域では高解像化を行ってレベル３
の特徴量を抽出する。具体的には、指紋特有の伸縮の影響を少なくするため、マニューシ
ャ近傍の領域のみに着目しており、その領域の隆線パターンの再現性により高解像化が可
能か否かを判定する処理を含んでいる。この処理手順においても、第１～第５の実施の形
態の構成を用いる。
【０１１０】
　この処理手順は、特徴量抽出の処理方法又は処理プログラムの一例であって、図３３に
示すように、各指紋画像から隆線パターンを抽出し（ステップＳ５１）、各指紋画像から
マニューシャを抽出する（ステップＳ５２）。指紋画像間でマニューシャの対応関係を調
べ（ステップＳ５３）、共通して取得されたマニューシャを用いて画像間の位置合せを行
い（ステップＳ５４）、共通のマニューシャ近傍における隆線パターンを比較し、再現性
を評価する（ステップＳ５５）。
【０１１１】
　そこで、再現性の高い（一致度が高い）領域のみに高解像化処理を適用し（ステップＳ
５６）、この高解像化処理では、画像間で対応する画素を比較し、中間画素を補間して求
め、解像度を高める。そして、解像度を高めた領域から、レベル３の特徴量を抽出し（ス
テップＳ５７）、この処理を終了する。
【０１１２】
　斯かる構成によれば、低解像度の指紋センサで抽出できる特徴量を用いて、画像の領域
毎に高解像化が可能か否かを判定し、解像度を高めてレベル３の特徴量を抽出することに
より、低解像度のセンサで指紋の一部の領域しか認証に利用できない場合においても本人
か他人かを弁別することができ、認証精度の高い指紋認証が行える。
【０１１３】
〔第７の実施の形態〕
【０１１４】
　次に、第７の実施の形態について、図３４及び図３５を参照する。図３４は、指紋認証
装置のハードウェア構成を示す図、図３５は、指紋認証装置を搭載した携帯装置を示す図
である。図３４及び図３５に示す構成は一例であって、斯かる構成に本発明が限定される
ものではない。図３４及び図３５において、図１、図１８と同一部分には同一符号を付し
てある。
【０１１５】
　この指紋認証装置６０（図１８）、６０Ａ（図２８）又は６０Ｂ（図３１）は、図３４
に示すように、画像取得や指紋認証の情報処理手段としてコンピュータを備えて構成され
ており、ＣＰＵ（Central Processing Unit ）９０２、プログラム記憶部９０４、データ
記憶部９０６、ＲＡＭ（Random-Access Memory）９０８、入出力部９１０、表示部９１２
、指紋画像入力部４が設置され、これらはバス９１４によって連携されている。
【０１１６】
　ＣＰＵ９０２はＯＳ（Operating System）及び認証プログラム等のアプリケーションプ
ログラムの実行により、指紋画像の取得、高解像度化処理、照合処理、その他、各種デー
タの格納や演算等を行う制御手段であって、ＲＡＭ９０８とともに既述の画像対応付け部
６、高解像度化判定部８、高解像度化部１０、画像合成部１２、特徴情報生成部６２、指
紋照合部６４等を構成する。
【０１１７】
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　ＲＡＭ９０８はワークエリアであり、表示部９１２は情報提示手段であって、例えば、
ＬＣＤ（Liquid Crystal Display）で構成される。入出力部９１０は、情報の入力、出力
等に用いられ、情報入力にはキーボード等が使用される。
【０１１８】
　指紋画像入力部４は、低解像度の指紋センサとしてスウィープ型指紋センサ１４又は平
面型指紋センサ４２で構成され、指紋画像の取込手段である。
【０１１９】
　プログラム記憶部９０４は、プログラムを記録する記録手段の一例であって、コンピュ
ータによって読み書き可能な記録媒体によって構成する。このプログラム記憶部９０４に
は、ＯＳやアプリケーションプログラムとして既述の画像取得プログラム、高解像度化処
理プログラム、画像照合プログラム等のルーチン等が格納される。
【０１２０】
　データ記憶部９０６は、データを格納する格納手段の一例であって、指紋画像、高解像
度画像、合成画像等が格納され、上記実施の形態に応じて必要なデータ格納を設定しても
よい。
【０１２１】
　この指紋認証装置６０、６０Ａ、６０Ｂは例えば、携帯装置９２０（図３５）に搭載さ
れ、この携帯装置９２０は図３５に示すように、筐体部９２２と筐体部９２４とをヒンジ
部９２６で開閉可能に構成したものであり、筐体部９２２には、キーボード９２８（入出
力部９１０の入力部の一例）が設置されているとともに、スウィープ型指紋センサ１４が
設置され、筐体部９０４には表示部９１２が搭載されている。
【０１２２】
　斯かる構成によれば、携帯装置９２０において、低解像度のスウィープ型指紋センサ１
４から取り込まれた指紋画像により、既述の通り、高解像度化を行い、信頼性の高い指紋
認証が行える。
【０１２３】
〔各実施の形態の特徴事項、他の実施の形態等〕
【０１２４】
　(1) 上記実施の形態において、携帯装置９２０（図３５）には指紋画像入力部４にスウ
ィープ型指紋センサ１４を用いているが、平面型指紋センサ４２（図１４）を用いてもよ
い。
【０１２５】
　(2) 上記実施の形態では、指紋画像取得装置を搭載した指紋認証装置の搭載例として携
帯装置９２０（図３５）を例示したが、パーソナルコンピュータ（ＰＣ）の情報端末機器
、携帯情報端末機（ＰＤＡ：Personal Digital Assistant）等の小型情報機器に搭載して
もよいし、他の電子機器に搭載してもよい。
【０１２６】
　次に、以上述べた本発明の実施の形態から抽出される技術的思想を請求項の記載形式に
準じて付記として列挙する。本発明に係る技術的思想は上位概念から下位概念まで、様々
なレベルやバリエーションにより把握できるものであり、以下の付記に本発明が限定され
るものではない。
【０１２７】
（付記１）　指紋画像が連続的に入力される指紋画像入力手段と、
　前記指紋画像入力手段により入力された複数の指紋画像の対応付けをするとともに位置
合せをする画像対応付け手段と、
　画像対応付けの結果、指紋画像間の重複している領域を検出し、指紋画像間の類似性を
評価することにより、高解像度化が可能な領域があるか否かを判定する高解像度化判定手
段と、
　前記画像対応付け手段による前記位置合せの結果に基づき、前記指紋画像を合成する画
像合成手段と、
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　前記指紋画像中の高解像度化が可能な前記領域を高解像度化する高解像度化手段とを備
え、
　前記指紋画像入力手段に入力される前記指紋画像を部分的に高解像度化した指紋画像を
生成させることを特徴とする指紋画像取得装置。
【０１２８】
（付記２）　付記１記載の指紋画像取得装置において、
　前記高解像度化判定手段が、
　指紋画像から特徴量を抽出する特徴量抽出手段と、
　抽出された特徴量を用いて、指紋画像間で比較する特徴量比較手段を備え、
　指紋画像から抽出された特徴量に基づいて再現性を評価し、高解像度化が可能であるか
判定することを特徴とする指紋画像取得装置。
【０１２９】
（付記３）　付記２記載の指紋画像取得装置において、
  前記特徴量は、隆線の形状（隆線パターン）、隆線の端点、分岐点情報（特徴点）の何
れかを含むことを特徴とする指紋画像取得装置。
【０１３０】
（付記４）　付記１記載の指紋画像取得装置において、
　前記高解像度化判定手段が重複領域をさらに小領域に分割する領域分割手段を備え、
　小領域毎に指紋画像間の再現性を評価し、解像度を高めることが可能か判定し、高解像
度化可能である領域について、解像度を高めることを特徴とする指紋画像取得装置。
【０１３１】
（付記５）　付記４記載の指紋画像取得装置において、
　前記領域分割手段が、
　前記指紋画像入力手段に用いられる指紋センサを表すセンサ情報を取得するセンサ情報
取得手段と、
　前記センサ情報取得手段から前記センサ情報を受け、前記指紋画像を分割する領域形状
を前記センサ情報に応じて選択する領域形状選択手段を備え、
　前記指紋センサに応じた領域形状に前記画像情報を分割することを特徴とする指紋画像
取得装置。
【０１３２】
　斯かる構成によれば、指紋センサの種類に適した領域形状で分割することができる。
【０１３３】
（付記６）　付記５記載の指紋画像取得装置において、
　前記指紋画像入力手段にスウィープ型指紋センサが使用されている場合に、前記重複領
域をブロック状に分割することを特徴とする指紋画像取得装置。
【０１３４】
　斯かる構成によれば、指紋画像入力手段にスウィープ型指紋センサが使用されている場
合には、ブロック状に分割することにより、多くの領域について高解像度画像を生成でき
る。
【０１３５】
（付記７）　付記５記載の指紋画像取得装置において、
　前記指紋画像入力手段に平面型指紋センサが使用されている場合に、特徴点の位置を基
準に所定の形状で分割することを特徴とする指紋画像取得装置。
【０１３６】
　斯かる構成によれば、平面型指紋センサが使用されている場合には、特徴点の位置を基
準に円形や四角形で分割することで、特徴点の近傍の認証性能に重要な領域について、高
解像度画像を生成できる。
【０１３７】
（付記８）　指紋画像が連続的に入力される指紋画像入力手段と、
　複数の指紋画像の位置合せをする画像対応付け手段と、
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　画像対応付けの結果、指紋画像間の重複している領域を検出し、指紋画像間の類似性を
評価することにより、高解像度化が可能な領域があるか否かを判定する高解像度化判定手
段と、
　前記画像対応付け手段による前記位置合せの結果に基づき、前記指紋画像を合成する画
像合成手段と、
　前記指紋画像中の高解像度化が可能な前記領域を高解像度化する高解像度化手段と、
　前記高解像度化手段で高解像度化された指紋画像から特徴情報を生成する特徴情報生成
手段と、
　取得した特徴情報と予め登録した特徴情報とを照合する指紋照合手段と、
　を備えたことを特徴とする指紋認証装置。
【０１３８】
（付記９）　付記２、３、４、５、６又は７記載の指紋画像取得装置を備え、
　前記画像合成手段により生成された指紋画像から特徴情報を生成する特徴情報生成手段
と、
　取得した特徴情報と予め登録した特徴情報との照合する指紋照合手段と、
　を備えたことを特徴とする指紋認証装置。
【０１３９】
（付記１０）　付記８記載の指紋認証装置において、
　前記特徴情報生成手段が、
　複数種類の特徴量を抽出する特徴量抽出手段と、
　前記高解像度化手段で高解像度化された前記指紋画像から高解像度画像の面積を取得す
る画像面積取得手段と、
　取得された前記面積に基づいて、特徴量を選択する特徴量抽出選択手段と、
を備えたことを特徴とする指紋認証装置。
【０１４０】
　斯かる構成によれば、高解像度化された領域の大小によりレベル３に分類される特徴量
を抽出するか否かを判定し、レベル３の特徴量による指紋照合の安定性を向上させること
ができる。
【０１４１】
（付記１１）　付記８又は９記載の指紋認証装置において、
　隆線の輪郭情報を特徴量として抽出することを特徴とする指紋認証装置。
【０１４２】
　斯かる構成によれば、隆線の輪郭情報を特徴量として利用できる。
【０１４３】
（付記１２）　付記８又は９記載の指紋認証装置において、
　隆線上に存在する汗腺孔の位置を特徴量として抽出することを特徴とする指紋認証装置
。
【０１４４】
　斯かる構成によれば、隆線上に存在する汗腺孔の位置を特徴量として利用できる。
【０１４５】
（付記１３）　付記８又は９記載の指紋認証装置において、
　前記指紋照合手段が、
　前記指紋画像から抽出された複数種類の特徴量を比較する複数の特徴量比較手段と、
　前記特徴量の種類に応じて、前記特徴量比較手段を選択する比較選択手段と、
　前記比較選択手段で選択された前記特徴量比較手段の比較結果から、前記特徴量を照合
する照合判定手段と、
を備えることを特徴とする指紋認証装置。
【０１４６】
　斯かる構成によれば、複数の指紋照合方式の結果から本人か否かを判定することで、認
証性能を向上させることができる。
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【０１４７】
（付記１４）　付記１３記載の指紋認証装置において、
　特徴点を基準として所定の形状の領域について、高解像度画像を生成する高解像度化手
段と、
　部分画像を合成する毎に、特徴点の位置情報を合成画像における位置情報に更新し、特
徴点とその高解像度画像を関連付けて格納する画像合成手段と、
　隆線の輪郭情報もしくは汗腺孔の位置の何れか一方、もしくは両方を高解像度画像から
抽出し、特徴点と関連付けて特徴情報を生成する特徴情報生成手段と、
　各特徴情報に含まれる特徴点により照合し、一致と判定された特徴点について、さらに
隆線の輪郭情報又は汗腺孔の位置の何れか一方又は双方により照合し、その特徴点が一致
するか否かを判定し、一致特徴点数に応じた判定結果を出力する指紋照合手段と、
を備えたことを特徴とする指紋認証装置。
【０１４８】
　斯かる構成によれば、特徴点近傍の高解像度画像を生成し、レベル３に分類される特徴
量を抽出することで、特徴点とレベル３の特徴量の両方を用いた指紋照合方式を実現でき
る。
【０１４９】
（付記１５）　コンピュータに実行させる指紋画像取得プログラムであって、
　指紋画像を連続して取り込むステップと、
　複数の指紋画像の位置合せをするステップと、
　画像対応付けの結果、指紋画像間の重複している領域を検出し、指紋画像間の類似性を
評価することにより、高解像度化が可能な領域があるか否かを判定するステップと、
　前記位置合せの結果に基づき、その指紋画像を合成するステップと、
　前記指紋画像中の高解像度化が可能な前記領域を高解像度化するステップと、
　を含み、コンピュータにより連続して入力される前記指紋画像を部分的に高解像度化し
た指紋画像を生成させることを特徴とする指紋画像取得プログラム。
【０１５０】
（付記１６）　コンピュータに実行させる指紋認証プログラムであって、
　　指紋画像を連続して取り込むステップと、
　複数の指紋画像の位置合せをするステップと、
　画像対応付けの結果、指紋画像間の重複している領域を検出し、指紋画像間の類似性を
評価することにより、高解像度化が可能な領域があるか否かを判定するステップと、
　前記位置合せの結果に基づき、その指紋画像を合成するステップと、
　前記指紋画像中の高解像度化が可能な前記領域を高解像度化するステップと、
　前記高解像度化された前記合成画像から特徴情報を生成するステップと、
　取得した特徴情報と予め登録した特徴情報とを照合するステップと、
　をコンピュータに実行させる指紋認証プログラム。
【０１５１】
（付記１７）　コンピュータに実行させる指紋画像取得プログラムを記録したコンピュー
タに読取り可能な記録媒体であって、
　指紋画像を連続して取り込むステップと、
　複数の指紋画像の位置合せをするステップと、
　画像対応付けの結果、指紋画像間の重複している領域を検出し、指紋画像間の類似性を
評価することにより、高解像度化が可能な領域があるか否かを判定するステップと、
　前記位置合せの結果に基づき、その指紋画像を合成するステップと、
　前記指紋画像中の高解像度化が可能な前記領域を高解像度化するステップと、
　を含み、コンピュータにより連続して入力される前記指紋画像を部分的に高解像度化し
た指紋画像を生成させる指紋画像取得プログラムが記録されたコンピュータ読取り可能な
記録媒体。
【０１５２】
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（付記１８）　コンピュータに実行させる指紋認証プログラムを記録した記録媒体であっ
て、
　指紋画像を連続して取り込むステップと、
　複数の指紋画像の位置合せをするステップと、
　画像対応付けの結果、指紋画像間の重複している領域を検出し、指紋画像間の類似性を
評価することにより、高解像度化が可能な領域があるか否かを判定するステップと、
　前記位置合せの結果に基づき、その指紋画像を合成するステップと、
　前記指紋画像中の高解像度化が可能な前記領域を高解像度化するステップと、
　前記高解像度化された前記合成画像から特徴情報を生成するステップと、
　取得した特徴情報と予め登録した特徴情報とを照合するステップと、
　を含む指紋認証プログラムを記録されたコンピュータ読取り可能な記録媒体。
【０１５３】
（付記１９）　指紋画像を連続して取り込むステップと、
　複数の指紋画像の位置合せをするステップと、
　画像対応付けの結果、指紋画像間の重複している領域を検出し、指紋画像間の類似性を
評価することにより、高解像度化が可能な領域があるか否かを判定するステップと、
　前記位置合せの結果に基づき、前記指紋画像を合成するステップと、
　前記指紋画像中の高解像度化が可能な前記領域を高解像度化するステップと、
　を含み、連続して入力される前記指紋画像を部分的に高解像度化した指紋画像を生成さ
せることを特徴とする指紋画像取得方法。
【０１５４】
（付記２０）　指紋画像を連続して取り込むステップと、
　複数の指紋画像の位置合せをするステップと、
　画像対応付けの結果、指紋画像間の重複している領域を検出し、指紋画像間の類似性を
評価することにより、高解像度化が可能な領域があるか否かを判定するステップと、
　前記位置合せの結果に基づき、前記指紋画像を合成するステップと、
　前記指紋画像中の高解像度化が可能な前記領域を高解像度化するステップと、
　前記高解像度化された前記合成画像から特徴情報を生成するステップと、
　取得した特徴情報と予め登録した特徴情報とを照合するステップと、
　を含むことを特徴とする指紋認証方法。
【０１５５】
　以上説明したように、本発明の最も好ましい実施の形態等について説明したが、本発明
は、上記記載に限定されるものではなく、特許請求の範囲に記載され、又は発明を実施す
るための最良の形態に開示された発明の要旨に基づき、当業者において様々な変形や変更
が可能であることは勿論であり、斯かる変形や変更が、本発明の範囲に含まれることは言
うまでもない。
【産業上の利用可能性】
【０１５６】
　本発明は、指紋画像を用いた指紋認証に関し、低解像度の指紋画像を用いて特徴量の抽
出を高め、指紋認証の認証精度を高めることができる等、有用である。
【図面の簡単な説明】
【０１５７】
【図１】第１の実施の形態に係る指紋画像取得装置を示すブロック図である。
【図２】スウィープ型指紋センサの一例を示す図である。
【図３】他のスウィープ型指紋センサを示す図である。
【図４】指紋の特徴量を表す図である。
【図５】指紋画像の部分画像の重複領域の検出及び分割を示す図である。
【図６】複数の指紋画像の合成画像を示す図である。
【図７】高解像度化判定部の構成例を示す図である。
【図８】指紋画像取得の処理手順を示すフローチャートである。



(24) JP 2010-49379 A 2010.3.4

10

20

30

40

50

【図９】指紋画像取得の処理手順の一例を示すフローチャートである。
【図１０】指紋画像の高解像度化の処理を示す図である。
【図１１】指紋画像の部分的な高解像度化処理を示す図である。
【図１２】指紋画像間の移動量を説明するための図である。
【図１３】第２の実施の形態に係る指紋画像取得装置を示すブロック図である。
【図１４】平面型指紋センサの一例を示す図である。
【図１５】指紋画像の特徴点の対応付けを示す図である。
【図１６】指紋画像における部分画像の重複領域の検出及び分割を示す図である。
【図１７】高解像度化判定の処理手順をフローチャートである。
【図１８】第３の実施の形態に係る指紋認証装置を示す図である。
【図１９】指紋認証の処理手順を示すフローチャートである。
【図２０】特徴情報生成部及び指紋照合部の構成例を示す図である。
【図２１】特徴情報の構成を示す図である。
【図２２】指紋照合部の他の構成例を示す図である。
【図２３】特徴情報の構成を示す図である。
【図２４】領域分割部の構成例を示す図である。
【図２５】特徴情報生成部の構成例を示す図である。
【図２６】指紋認証装置のローカル認証の構成例を示す図である。
【図２７】指紋認証装置のサーバ認証の構成例を示す図である。
【図２８】第４の実施の形態に係る指紋認証装置を示す図である。
【図２９】合成画像の一例を示す図である。
【図３０】合成画像の一例を示す図である。
【図３１】第５の実施の形態に係る指紋認証装置である。
【図３２】指紋認証の処理手順を示すフローチャートである。
【図３３】第６の実施の形態に係る特徴量の抽出処理を示すフローチャートである。
【図３４】第７の実施の形態に係る指紋画像取得装置又は指紋画像取得装置を用いた指紋
認証装置のハードウェアの一例を示す図である。
【図３５】携帯装置を示す図である。
【符号の説明】
【０１５８】
　２Ａ、２Ｂ　指紋画像取得装置
　４　指紋画像入力部
　６　画像対応付け部
　８　高解像度化判定部
　８２　重複領域検出部
　８４　領域分割部
　８４２　センサ情報取得部
　８４４　領域形状選択部
　８６　特徴量抽出部
　８８　特徴量比較部
　１０　高解像度化部
　１２　画像合成部
　１４　スウィープ型指紋センサ
　１６　センサ面
　１８　指
　２０　センサ部
　２２　移動機構
　２４　隆線パターン
　２６、２８　特徴点
　３０　ｎ枚目の部分画像
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　３２　（ｎ＋１）枚目の部分画像
　３４　重複領域
　３６　領域（小領域）
　３８　合成画像
　４０　領域
　４２　平面型指紋センサ
　４４　センサ面
　４６、４８　指紋画像
　５０　重複領域
　５２、５４、５６　小領域
　６０、６０Ａ、６０Ｂ　指紋認証装置
　６２　特徴情報生成部
　６２０１、６２０２、６２０３・・・　特徴量抽出部
　６２２　特徴量抽出部
　６２４　画像面積取得部
　６２６　特徴量抽出選択部
　６４　指紋照合部
　６４２１、６４２２、６４２３・・・　特徴量比較部
　６４４　照合判定部
　６４６　比較選択部
　６６、６８　クライアント装置
　７０　サーバ装置
　７２　合成画像
　７４　高解像度画像
　７６　合成画像
　７８　高解像度画像
　１３０　特徴情報
　１３２　隆線パターン（レベル１の特徴量）
　１３４　特徴点（レベル２の特徴量）
　１３６１　特徴点（レベル３の特徴量１）
　１３６２　特徴点（レベル３の特徴量２）
　１４０　特徴情報
　１４１、１４２、１４３　特徴点
　９０２　ＣＰＵ
　９０４　プログラム記憶部
　９０６　データ記憶部
　９０８　ＲＡＭ
　９１０　入出力部
　９１２　表示部
　９１４　バス
　９２０　携帯装置
　９２２、９２４　筐体部
　９２６　ヒンジ部
　９２８　キーボード



(26) JP 2010-49379 A 2010.3.4

【図１】 【図２】

【図３】 【図４】
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【図５】 【図６】

【図７】 【図８】
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【図９】 【図１０】

【図１１】 【図１２】
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【図１３】 【図１４】

【図１５】 【図１６】
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【図１７】 【図１８】

【図１９】 【図２０】
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【図２１】 【図２２】

【図２３】 【図２４】
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【図２５】 【図２６】

【図２７】 【図２８】
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【図２９】 【図３０】

【図３１】 【図３２】
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【図３３】 【図３４】

【図３５】
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【手続補正書】
【提出日】平成21年7月30日(2009.7.30)
【手続補正１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００３３
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００３３】
　指紋画像入力部４は、ユーザが入力する指紋を映像化し、複数の部分画像を断続的に検
出する指紋画像入力手段の一例である。なお、生体情報入力手段である指紋センサとして
例えば、スウィープ型指紋センサ１４の指紋検出方法には、静電容量式、感熱式、電界式
、光学式があるが、何れの方法であってもよい。指紋の読取りは、図２に示すように、ユ
ーザが、スウィープ型指紋センサ１４のセンサ面１６上を指１８で触れながら、指１８の
根元側、より具体的には、第一関節付近から指先側等、例えば、矢印ａの方向に指を移動
させる構成でもよい。また、スウィープ型指紋センサ１４は、図３に示すように、指１８
に対してセンサ部２０側を移動させる移動機構部２２を備えた構成としてもよく、センサ
部２０が矢印ｂで示す方向に移動させればよく、ユーザは指１８を移動させる必要はない
。スウィープ型指紋センサ１４には既存のものを使用できるので、その詳細な説明は省略
する。この指の動きに対し、スウィープ型指紋センサ１４は２次元画像の読取り動作を連
続的に行い、複数枚の部分画像を取得することができる。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００８３
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００８３】
　(4) この指紋認証装置６０では、画像合成部１２により生成された指紋画像から特徴量
を抽出し、照合に用いる特徴情報を生成し、予め登録した特徴情報との照合により本人か
否かを判定する（図１８、図１９）。この場合、特徴情報生成部６２は、図２０に示すよ
うに、特徴量抽出手段として複数種類の特徴量抽出部６２０１、６２０２、６２０３・・
・を備え、複数種類の特徴量で構成される特徴情報１３０（図２１）を生成する。この特
徴情報１３０は、図２１に示すように、隆線パターン（レベル１の特徴量）１３２、特徴
点（レベル２の特徴量）１３４、特徴点（レベル３の特徴量１）１３６１、特徴点（レベ
ル３の特徴量２）１３６２・・・を含んでいる。また、指紋照合部６４は、特徴量抽出部
６２０１、６２０２、６２０３・・・に対応する特徴量比較手段として複数の特徴量比較
部６４２１、６４２２、６４２３・・・と、照合判定部６４４とを備える。特徴量比較部
６４２１、６４２２、６４２３・・・は、特徴量の種類毎に比較を行い、照合判定部６４
４は、特徴量比較部６４２１、６４２２、６４２３・・・の各比較結果から照合判定を行
い、本人か否かを判定する。斯かる構成とすれば、精度の高い画像認証が行える。
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０１２１
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０１２１】
　この指紋認証装置６０、６０Ａ、６０Ｂは例えば、携帯装置９２０（図３５）に搭載さ
れ、この携帯装置９２０は図３５に示すように、筐体部９２２と筐体部９２４とをヒンジ
部９２６で開閉可能に構成したものであり、筐体部９２２には、キーボード９２８（入出
力部９１０の入力部の一例）が設置されているとともに、スウィープ型指紋センサ１４が
設置され、筐体部９２４には表示部９１２が搭載されている。
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